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資料４－５



全国鉱山保安表彰（経済産業大臣表彰）は、鉱山保安法制定の翌年度の昭和２５年度に鉱山における保安活動を推進し、
保安意識の高揚を図るとともに、広く国民の間に鉱山保安に関する認識と理解を深め、もって鉱山の災害及び鉱害の防止 に
資することを目的に創設された。

目的
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令和６年度全国鉱山保安表彰の概要

1．表彰を受ける鉱山等

1 鉱山の部

2 保安従事者の部

3 保安功労・貢献者の部

2鉱山

19名

1名

2．表彰式典の概要

日時 令和6年10月8日（火）11時30分～12時30分

場所 KKRホテル東京 10階 瑞宝の間
全国鉱山保安表彰式（湯本啓市  大臣官房技術総括・保安審議官出席）

（令和６年10月８日）



⚫ 近年、保安功労・貢献者の部の「家庭」区分での表彰がないため、
表彰対象区分を見直してもよいのではないか。

⚫ 現状の表彰制度では、「経験年数」や「無災害期間」等の評価基準
 の割合が高く、若い方を推薦することが難しい。
例えば、事業所において特に率先して保安活動や保安改善提案を

行うなど、鉱山保安活動において同世代の中で中心的な役割を担っ
た経験の多い個人を評価することで、若い方のモチベーションを高
めることができるのではないか。

⚫ 保安功労・貢献者の部の「家庭」区分の廃止。

⚫ 特別功労・貢献者の部の「個人（鉱山保安マネジメントシステムに
係るもの）」区分の評価基準の新設。
事業所において特に率先して保安活動や保安改善提案を行うなど、

鉱山保安活動において同世代の中で中心的な役割を担った経験の多 
い鉱山保安に関する鉱業経験年数が２０年未満の個人を評価できる。

内容（表彰対象区分について）
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